
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

理事長

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成２６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２６年度における改定内容

当機構は、整備新幹線等の鉄道の建設、鉄道事業者及び海上運送事業者等による運輸施設整
備促進のための助成、旧国鉄から承継した土地の処分や旧国鉄職員への年金支払等に関する事
業を実施している。
役員報酬水準を検討するにあたって、当機構と類似の事業を実施している民間法人や独立行

政法人等が存しないが、機構がこれらの公共的な事業の実施を主な業務としている法人である
ことを踏まえ、同様に公共事業を実施している独立行政法人のうち、事務・技術の常勤職員数
（当機構1,128人）や事業規模で比較的同等と認められる独立行政法人、国の事務次官の年間報
酬額及び同規模の民間企業の役員報酬額を参考として設定している。

・独立行政法人水資源機構・・・当該法人は、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要と
する地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的としており、この目的の達
成のため、利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川及び筑後川の各水系において、
水資源の開発又は利用のための施設の新改築等を実施している（常勤職員1,189人）
公表資料によれば、平成25年度の理事長の年間報酬額は16,909千円であり、平成26年

度の役員給与規程に記載された本俸額等を勘案すると19,385千円程度と推定される。
同様の考え方により、理事については14,401千円程度、監事については13,026千円程

度と推定される。

・事務次官年間報酬額・・・22,951千円（平成26年度・勧告後）
※「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」

・当機構と同規模（1,000人以上3,000人未満）の民間企業の役員報酬額
・・・31,117千円（平成26年度）

※「平成26年民間企業における役員報酬（給与）調査」

当機構では、平成15年より特別手当について、独立行政法人評価委員会が行う業績評価の結
果を勘案の上、その役員の職務実績に応じ、100分の10以下の範囲内で理事長がこれを増額し、
又は減額することができることとしている。

役員報酬支給基準は、月額及び特別手当から構成されている。月額については、独立
行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構役員給与規程に則り、俸給（1,128,000円）に
特別地域手当（135,360円）を加算して算出している。特別手当についても同規程に則り、
俸給の月額、特別地域手当の月額、俸給に100分の25を乗じて得た額及び俸給と特別地
域手当の合計に100分の20を乗じて得た額の合計に、6月に支給する場合においては100
分の140、12月に支給する場合においては100分の170を乗じ、さらに基準日以前6箇月以
内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じたうえに、その者の職務実績に
応じて100分の10の範囲内でそれを増額し、又は減額した額としている。

なお、平成26年度では、給与法指定職の改定に準じた特別手当支給割合の改正（年間
2.95月→年間3.10月）を実施した。



副理事長

理事長代理

理事

監事

同上。但し、俸給は1,005,000円、特別地域手当は120,600円である。

同上。但し、俸給は969,000円、特別地域手当は116,280円である。

同上。但し、俸給は838,000円、特別地域手当は100,560円である。

同上。但し、俸給は758,000円、特別地域手当は90,960円である。



２　役員の報酬等の支給状況
平成２６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

1,624 （特別地域手当）

241 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

723 （特別地域手当）

42 （通勤手当）

138 （単身赴任手当） 9月30日
千円 千円 千円 千円

723 （特別地域手当）

69 （通勤手当） 10月1日
千円 千円 千円 千円

1,395 （特別地域手当）

235 （通勤手当） 4月1日
千円 千円 千円 千円

1,206 （特別地域手当）

221 （通勤手当） 4月1日
千円 千円 千円 千円

1,206 （特別地域手当）

248 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

603
（特別地域手当）

161 （通勤手当） 9月30日
千円 千円 千円 千円

603
（特別地域手当）

112 （通勤手当） 10月1日
千円 千円 千円 千円

1,206 （特別地域手当）

182 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

1,091
（特別地域手当）

314 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,091 （特別地域手当）

278 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,091 （特別地域手当）

269 （通勤手当）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入している。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：「特別地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注４：理事長、副理事長A、理事長代理については、上表の報酬のうち、一部を自主返納している。

監事Ｃ 14,201 9,096 3,745

監事Ａ 14,246 9,096 3,745

監事Ｂ ◇14,210 9,096 3,745

理事Ｆ 15,402 10,056 4,140 1,206 （特別地域手当）

理事Ｄ 6,424 5,028 681

理事Ｅ ◇15,584 10,056 4,140

理事Ｂ 15,650 10,056 4,140

理事Ｃ ※7,662 5,028 1,870

理事長
代理

◇18,046 11,628 4,788

理事Ａ ◇15,623 10,056 4,140

副理事
長Ａ

※9,175 6,030 2,242

副理事
長Ｂ

※9,545 6,030 2,723

就任・退任の状況
前職

その他（内容）

理事長 ＊20,974 13,536 5,573

役名



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　理事長

　副理事長

　理事長代理

　理事

　監事

【主務大臣の検証結果】

当機構は、整備新幹線等の鉄道の建設、鉄道事業者及び海上運送事業者等によ
る運輸施設整備促進のための助成、旧国鉄から承継した土地の処分や旧国鉄職員
への年金支払等に関する事業を実施しており、当機構と類似の事業を実施してい
る民間法人や独立行政法人は存しない。
理事長は、当機構の代表としてその業務を総理し、最終的な責任を有するもの

であり、理事長の報酬については、事務次官の年間報酬額及び同規模の民間企業
の役員報酬額と比較考慮したうえで決定され、これらの報酬額を上回っていない
ことから、その報酬水準は妥当なものと認められる。

副理事長は、理事長の定めるところにより、当機構を代表し、理事長を補佐し
て当機構の業務を掌理するものであり、副理事長の報酬については、理事長の報
酬額と比較考慮したうえで決定されていることから、その報酬水準は妥当なもの
と認められる。

理事長代理は、理事長の代理人として、当機構の業務を総括掌理するものであ
り、理事長代理の報酬については、理事長の報酬額と比較考慮したうえで決定さ
れていることから、その報酬水準は妥当なものと認められる。

理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して当機構
の業務を掌理するものであり、理事の報酬については、理事長の報酬額と比較考
慮したうえで決定されていることから、その報酬水準は妥当なものと認められ

監事は、国土交通大臣から任命され、当機構の業務を監査するものであり、監
事の報酬については、理事長の報酬額と比較考慮したうえで決定されていること
から、その報酬水準は妥当なものと認められる。

当該法人の業務目的は、整備新幹線等の鉄道の建設、鉄道事業者及び海上運送事
業者等による運輸施設整備促進のための助成、旧国鉄から承継した土地の処分や旧
国鉄職員への年金支払等に関する事業を適切に実施することであり、その業務内容
に鑑みれば、Ⅰ-１-①で示された国家公務員の給与及び比較的同等と認められる規
模の独立行政法人並びに民間企業の報酬水準を考慮して役員報酬の支給水準を設定
するという考え方は、妥当である。
また、Ⅰ-２報酬の支給実績は報酬の支給水準の設定の考え方に即しており、法人

の評価実績を鑑みても、法人の検証結果は適当である。



４　役員の退職手当の支給状況（平成２６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

9,994 8 5 H25.3.31 0.9
※

千円 年 月

3,673 4 6 H26.9.30 0.7
※

千円 年 月

554 0 6 H25.9.30 0.9
※

千円 年 月

1,663 1 6 H25.9.30 0.9
※

千円 年 月

1,755 1 9 H25.6.30 0.9

千円 年 月

2,005 2 0 H25.9.30 0.9

注1：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法
　　　人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

注２：副理事長Ａについては、既に仮の業績勘案率により算出した支給額（11,104千円、平成24年度）を当該
　　　役員に仮支給していたが、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定したことにより確定した退職手
　　　当の総額である。

注３：理事Ａについては、既に仮の業績勘案率により算出した支給額（616千円、平成25年度）を当該役員に
　　　仮支給していたが、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定したことにより確定した退職手当の
　　　総額である。

注４：理事Ｂについては、既に仮の業績勘案率により算出した支給額（1,847千円、平成25年度）を当該役員
　　　に仮支給していたが、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定したことにより確定した退職手当の
　　　総額である。

注５：監事Ａについては、既に仮の業績勘案率により算出した支給額（1,950千円、平成25年度）を当該役員
　　　に仮支給していたが、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定したことにより確定した退職手当の
　　　総額である。

注６：監事Ｂについては、既に仮の業績勘案率により算出した支給額（2,228千円、平成25年度）を当該役員
　　　に仮支給していたが、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定したことにより確定した退職手当の
　　　総額である。

監事Ｂ

副理事長Ａ

副理事長Ｂ

理事Ａ

理事Ｂ

監事Ａ

法人での在職期間



５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

判断理由

副理事長Ａ

　国土交通省独立行政法人評価委員会において、新幹線担当理事、建設計画担当理事及
び副理事長としての在任期間における法人の業務実績評価はＡと決定された。また、業績勘
案率は、法人の業績と個人的な業績を踏まえて、「0.9」と決定された。
　これらのことから、業績勘案率が決定したことにより確定した副理事長Ａの退職手当の水準
は妥当なものであると判断している。

監事Ａ

監事Ｂ

副理事長Ｂ

理事Ａ

理事Ｂ

　国土交通省独立行政法人評価委員会において、建設計画担当理事及び副理事長としての
在任期間における法人の業務実績評価は、平成22年度から平成24年度はＡ、平成25年度は
Ｂと決定された。また、業績勘案率は、法人の業績と個人的な業績を踏まえて、「0.7」と決定さ
れた。
　これらのことから、業績勘案率が決定したことにより確定した副理事長Ｂの退職手当の水準は
妥当なものであると判断している。

　国土交通省独立行政法人評価委員会において、建設計画担当理事としての在任期間にお
ける法人の業務実績評価はＢと決定された。また、業績勘案率は、法人の業績と個人的な業
績を踏まえて、「0.9」と決定された。
　これらのことから、業績勘案率が決定したことにより確定した理事Ａの退職手当の水準は妥
当なものであると判断している。

　国土交通省独立行政法人評価委員会において、新幹線担当理事としての在任期間におけ
る法人の業務実績評価は、平成24年度はＡ、平成25年度はＢと決定された。また、業績勘案
率は、法人の業績と個人的な業績を踏まえて、「0.9」と決定された。
　これらのことから、業績勘案率が決定したことにより確定した理事Ｂの退職手当の水準は妥当
であると判断している。

　国土交通省独立行政法人評価委員会において、監事としての在任期間における法人の業
務実績評価は、平成23年度及び平成24年度はＡ、平成25年度はＢと決定された。また、業績
勘案率は、法人の業績と個人的な業績を踏まえて、「0.9」と決定された。
　これらのことから、業績勘案率が決定したことにより確定した監事Ａの退職手当の水準は妥
当であると判断している。

　国土交通省独立行政法人評価委員会において、監事としての在任期間における法人の業
務実績評価は、平成23年度及び平成24年度はＡ、平成25年度はＢと決定された。また、業績
勘案率は、法人の業績と個人的な業績を踏まえて、「0.9」と決定された。
　これらのことから、業績勘案率が決定したことにより確定した監事Ｂの退職手当の水準は妥当
であると判断している。

当機構では、平成15年より特別手当について、独立行政法人評価委員会が行う業績評価の結果
を勘案の上、その役員の職務実績に応じ、100分の10以下の範囲内で理事長がこれを増額し、又
は減額することができることとしており、今後も継続していく予定である。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成２６年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

当機構は、整備新幹線等の鉄道の建設、鉄道事業者及び海上運送事業者等による運輸施設整備
促進のための助成、旧国鉄から承継した土地の処分や旧国鉄職員への年金支払い等に関する事業
を実施している。
職員給与水準を検討するにあたって、当機構と類似の事業を実施している民間法人や独立行政

法人等が在しないが、機構がこれらの公共的な事業の実施を主な業務としている法人であること
を踏まえ、同様に公共事業を実施している独立行政法人のうち、事務・技術の常勤職員数や事業
規模で比較的同等と認められる独立行政法人及び国家公務員行政職俸給表（一）の平均給与月額
を参考として設定している。

・独立行政法人水資源機構 所定内平均給与月額428千円(所定内平均給与額5,146千円÷12)
人数1,189人 平均年齢44.8歳(平成26年公表値)

・国家公務員行政職俸給表（一）
所定内平均給与月額376千円（減額後）
人数139,545人 平均年齢43.1歳（平成25年国家公務員給与等実態調査）

（参考）当機構 所定内平均給与月額445千円(所定内平均給与額5,345千円÷12)

人数1,128人 平均年齢46.3歳(平成26年公表値)

当機構の人事評価結果（5段階）に応じた業績給の仕組みと導入実績は以下のとおり。
・管理職・・・平成18年度に導入、平成19年度から勤勉手当に反映、平成20年度から昇給に反映
・一般職・・・平成21年度に導入、平成22年度から昇給に反映、平成23年度から勤勉手当に反映

導入当初は年間で最大約6万円の給与差があったが、現在では約40万円まで拡大している。

○給与制度の内容
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（扶養

手当、地域手当、職務手当、広域異動手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、夜勤手当、宿日直
手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当、住居手当、単身
赴任手当）としている。

期末手当については、俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動
手当の月額、俸給の月額に管理職加算割合（最大100分の23）を乗じて得た額並びに俸給の月
額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に職務加算割合（最大100分の
20）を乗じて得た額の合計額（以下「基礎額」という。）に6月に支給する場合においては100
分の122.5（管理職加算の適用を受ける者にあっては100分の102.5）、12月に支給する場合に
おいては100分の137.5（管理職加算の適用を受ける者にあっては100分の117.5）を乗じ、更に
基準日以前６カ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としてい
る。

勤勉手当については、基礎額（同上）に勤勉手当の支給実施要領に定める基準に従って定め
る割合を乗じて得た額としている。

○平成26年度における主な改定内容
平成26年度においては、①俸給表を平均0.3％引上げ、②勤勉手当の支給割合を0.15ヶ月分

引上げ、③通勤手当（交通用具）の引上げ、④寒冷地手当の支給地域の見直しを行った。
また、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律第2号。以下「給

与改定・臨時特例法」という。）に基づく国家公務員の給与の見直しに関連した措置を平成
26年9月まで実施した。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,118 45.9 7,145 5,346 158 1,799
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,064 45.0 7,178 5,370 152 1,808
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

54 65.0 6,484 4,872 273 1,612

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

147 62.5 6,106 4,705 194 1,401
人 歳 千円 千円 千円 千円

147 62.5 6,106 4,705 194 1,401
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

33 40.8 2,643 2,206 164 437
人 歳 千円 千円 千円 千円

33 40.8 2,643 2,206 164 437
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

注1：「嘱託」とは、専門的知識と経験を必要とする業務に従事させる場合、又は、理事長が特に必要と認める
　　  場合に委嘱する正規職員以外の職員である。
注2：在外職員、任期付職員については、該当者がないため省略した。

人員

人員 平均年齢
平成26年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内

平成26年度の年間給与額（平均）
区分

嘱託

医療職種
（病院医師）

うち賞与

うち所定内 うち賞与

事務・技術

研究職種

総額

再任用職員

教育職種
（高等専門学校教員）

区分

平成26年度の年間給与額（平均）

総額

医療職種
（病院看護師）

区分 平均年齢

教育職種
（高等専門学校教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

人員

非常勤職員

研究職種

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（高等専門学校教員）

常勤職員

事務・技術

うち賞与うち所定内平均年齢

医療職種
（病院医師）

研究職種



②年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

　　〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③ 職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

　本部課長 38 53.9 10,647

　本部係員 10 34.2 4,038

④ 賞与（平成26年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

55.5% 54.7% 55.1%

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.5% 45.3% 44.9%

％ ％ ％

         最高～最低 46.9%～35.2% 46.6%～37.5% 46.7%～36.5%

％ ％ ％

64.4% 62.5% 63.4%

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.6% 37.5% 36.6%

％ ％ ％

         最高～最低 36.8%～34.3% 37.5%～37.5% 37.2%～36.1%

年間給与額
平均年齢

一律支給分（期末相当）

12,243 ～ 8,578

一般
職員

人員

 5,932 ～ 3,206

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

分布状況を示すグループ

千円

最高～最低
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人数
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第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

人千円



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 １０５.７
・年齢・地域勘案 １０５.９
・年齢・学歴勘案 １０５.０
・年齢・地域・学歴勘案 １０５.８

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　9.5%】
　　　（国からの財政支出額　153,696百万円、
　　　　支出予算の総額　　1,617,124百万円：平成26年度予算）

【累積欠損額 0円(平成25年度決算) 】
【管理職の割合 22.7％（常勤職員数1,064名中241名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 60.4％（常勤職員数1,064名中643名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 0.7％】
　（支出総額 1,617,124百万円、給与・報酬等支給総額 12,235百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：平成26年度決算）

（法人の検証結果）
 職員の給与水準については、１①に示すとおり、機構がこれらの公共的な事業の
実施を主な業務としている法人であることを踏まえ、同様に公共事業を実施している
独立行政法人のうち、事務・技術の常勤職員数や事業規模で比較的同等と認めら
れる独立行政法人及び国家公務員の給与を参考に、職員の職務の特性及び雇用
形態その他の事情を考慮した水準としていることから、妥当なものと認められる。

　＜単身赴任手当の支給対象者の割合＞

【主な資格の保有者（平成26年度末現在）】

　給与水準の妥当性の
　検証

内容

　　博士14名、技術士135名、鉄道設計技士29名、一級建築士33名

　機　　　構：大卒、大学院卒　39名（100%）

て、当該業務の安定的な実施のため、専門的知識・技術を有する優秀な人材を確
保する必要があること、また、鉄道建設事業の進捗に対応し、２～３年周期で全国異
動をする必要があることなどの事情を考慮した給与体系となっている。

【指数の算出方法により指数が高くなっている理由】

国家公務員に比べ管理職の割合が高くなっている。

　＜広域異動手当の支給対象者の割合＞

（参考）平成26年度国家公務員給与等実態調査（人事院）統計表

【採用状況】
　国家公務員：大卒程度（総合職・一般職等）1,603名（83.1%）

　なお、給与の支給基準については、整備新幹線等の高速鉄道建設を担う機関とし

　　　　　　　高卒程度（一般職等）326名（16.9%）

　　　　　　　　　　　　　　　国(全体)：4.9％　　 機構：13.2％

　　　　　　　　　　　　　　　国(行(一))：12.5％　機構：16.1％

　　　　　　　　　　　　　　　国(行(一))：15.9％　機構：22.7％

　　　　　　　　　　　　　　　国(行(一))：8.7％　 機構：18.0％

員を抱えないために、大半の職員を対象として、事業の進捗、業務量の波動に対応

いる。

　当機構の大半の職員が従事する鉄道建設事業は、有期事業であることから余剰人

しながら高い頻度(２～３年程度）で全国規模での人事異動を実施しているため、こ

項目

れに伴って広域異動手当及び単身赴任手当が支給される者の割合が高くなって

　　※異動前後の勤務箇所間の距離が300km以上の場合

　＜管理職手当の支給対象者の割合＞

対国家公務員
指数の状況

　業務のアウトソーシング等を積極的に進めてきた結果、管理的業務が中心となり、

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由



（主務大臣の検証結果）
　当該法人の業務目的は、整備新幹線等の鉄道の建設、鉄道事業者及び海上運
送事業者等による運輸施設整備促進のための助成、旧国鉄から承継した土地の処
分や旧国鉄職員への年金支払等に関する事業を適切に実施することであり、その
業務内容に鑑み、Ⅱ-１-①に示す国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給

与等、機構の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を

考慮して給与水準を設定するという考え方は妥当である。　
　Ⅱ-②の給与実績は給与水準の設定の考え方に即していると言え、年齢・地域・学
歴勘案指数が高い傾向にあるものの、これは全国転勤を含めた人事異動など機構
業務の特殊性に起因するものであり、これらを考慮すると、法人の検証結果は適当
である。
　俸給や諸手当の見直し等も含め、他の独立行政法人の取組みを調査し、当機構
への適用の可否を検証し、可能なものから実施するとともに、事務所限定職員の採
用の推進や中途採用の推進など、職員採用形態の多様化に向けた取り組みを、
引き続き実施することとする。

４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

講ずる措置

○22歳（大卒初任給、独身）
月額184,800円、年間給与2,975,000円

○35歳（本社担当係長、配偶者・子１人）
月額350,020円、年間給与5,641,000円

○45歳（本社総括課長補佐、配偶者・子２人）
月額531,630円、年間給与8,410,000円

前年度の人事評価結果（５段階）に応じて、業績給に反映しており、人事評価及びその結果
の反映の仕方について着実に運用することを当面の方針としている。



Ⅲ　総人件費について

平成25年度 平成26年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：中期目標管理法人のため、中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載している。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特に無し。

福利厚生費
3,340,828 3,332,818

2,865,213

1,355,6201,409,445

区　　分

11,929,137 12,235,295

給与、報酬等支給総額

19,544,623

退職手当支給額

最広義人件費

非常勤役職員等給与

20,752,062

3,828,329

「給与、報酬等支給総額」及び「最広義人件費」の増減要因
対前年度比 「給与、報酬等支給総額」 2.6％

「最広義人件費」 6.2％

「給与、報酬等支給総額」が増加した要因は、給与改定・臨時特例法に基づく国家公務員の給与見
直しに関連した減額支給措置期間が、役員については平成26年3月で、職員については平成26年9
月でそれぞれ終了したことによるものである（平成25年度はそれぞれ通年で実施した。）。

「最広義人件費」が増加した要因は、上記の理由に加え、前年度に比べ定年退職者数が多かったた
め、退職手当の支給総額が増加したことによるものである。

なお、「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）等に基
づく措置について、以下のとおり実施した。

役員に関する講じた措置の概要
平成25年3月12日以降に退職する役員について、次のとおり調整率を設定した。

①退職日が平成25年 3月12日～平成25年11月30日 98/100
②退職日が平成25年12月 1日～平成26年 8月31日 92/100
③退職日が平成26年 9月 1日～ 87/100

職員に関する講じた措置の概要
平成25年9月1日以降に退職する職員について、次のとおり調整率を設定した。

①退職日が平成25年 9月 1日～平成26年 5月31日 98/100
②退職日が平成26年 6月 1日～平成27年 3月31日 92/100
③退職日が平成27年 4月 1日～ 87/100


